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第 28回南種子町農業委員会定例総会議事録 
 

 

１．開催日時  令和４年 11月 25日（金）午前９時 39分から 10時 13分 

２．開催場所  研修センター２階大会議室 

 

３．出席委員 

会長 １２番 石堂 かよ子 

会長職務代理者  欠席 

農業委員 １番 髙田 真盛 ２番 牛野 進一郎 

 ３番 久保田 力雄 ４番 砂坂 浩一郎 

 ５番 小山 幸良 ６番 寺内 秀昭 

 ７番 河野 律雄 ８番 古市 道則 

 ９番 中畠 一三 １０番 中之薗 堅二郎 

 

農地利用最適化推進委員（順不同） 

 イ． 崎田 善昭 ロ． 向井 克巳 

 ハ． 中園 行 ニ． 雨田 俊孝 

 ホ． 小  尚武 

 

４．欠席委員 

農業委員 １１番 西田 三郎 

農地利用最適化推進委員（順不同） 

 ヘ． 片板 大作 ト． 中峯 哲義 

 チ． 原田 晃生 

 

５．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案協議 

 議案第１号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定による令和４

年度第 28号農用地利用集積計画書（案）に対する意見決定に

ついて 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

６．農業委員会事務局職員 

事務局長兼農地振興係長 山田 直樹 

農地振興係 日髙 美保 

農地集積支援員 牛野 学 
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７．会議の概要 

事 務 局   開会前に、「欠席の届」が出ておりますので報告します。 

議席番号 11番 西田三郎委員。 

農地利用最適化推進委員の片板大作推進委委員、中峯哲義推進委員、原

田晃生推進委員です。 

本日の総会は、南種子町農業委員会会議規則第６条の規定により成立し

ていることを報告いたします。 

議  長   続いて、資料の訂正をお願いします。事務局。 

事 務 局   すみません。資料の訂正をお願いします。 

資料 86ページをお開きください。 

86ページの中央部に、「転用計画」とありますが、その中の「工事計画」

のところが、令和５年５月から令和５年９月とあるのを、令和５年１月か

ら令和５年９月ということで訂正お願いします。隣の「資金」になります

が、土地取得費はそのままでいいのですが、追加をお願いします。土地造

成費○○円、合計額○○円となります。 

資料 87ページ、（農地法第５条第１項の規定による許可申請書）中段の

工事計画についても令和５年５月から令和５年９月とあるのを令和５年

１月から令和５年９月に訂正してください。下段の方にも資金内訳の記入

がございますのでお目通しください。 

資料をめくっていただいて、造成計画平面図・地図が入っているものと

事業計画書、それから被害防除計画書です。平面図は２枚で、広いＡ３の

用紙が付いていると思います。こちらの追加資料ですが、総会資料後に後

ろのＡ３の用紙は回収させていただきますので、終了後私の方までお渡し

ください。 

よろしくお願いします。以上で訂正箇所と追加資料について説明いたし

ました。 

議  長   皆さん、資料の訂正箇所については、よろしいですか。 

（「はい。」の声あり） 

 

議  長   ただいまから、第 28回 農業委員会定例総会を開会いたします。 

議  長   日程第１、議事録署名委員の指名ですが、私の方より指名してよろしい

でしょうか。 

      （「はい。」の声あり。） 

議  長   異議がないようですので、私の方より指名します。議席番号２番 牛野

進一郎委員、３番 久保田力雄委員を指名します。 

 

議  長   日程第２、（議案協議）議案第１号 農業経営基盤強化促進法第 18条第

１項の規定による令和４年度第 28 号農用地利用集積計画書（案）に対す
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る意見決定について、を議題にします。 

尚、農地中間管理権の整理番号１番において４番委員が、農業委員会法

第 31 条第１項、議事参与の制限に該当することになりますので退席をお

願いいたします。 

（４番委員、退席） 

議  長   それでは、事務局より議案第１号 農地中間管理権の整理番号１番の説

明をお願いいたします。事務局。 

事 務 局   資料は、９ページをお開きください。 

農地中間管理事業による利用権の設定について、整理番号１番は、○○

××番地 Ａ・70歳から公益財団法人鹿児島県地域振興公社を通じ、Ｂが

耕作者です。土地の所在は○○字△△××番 外１筆、地目は畑、面積は

２筆合計で●●㎡、さとうきびを耕作します。賃借料は 10アール当り○千

円で、期間は 10年です。 

図面は 12ページに添付しております。 

農地中間管理権を取得しようとする者は、経営規模拡大を図り耕作を継

続しております。今後も農作業に従事していくものと認められますので、

農業経営基盤強化促進法第 18 条第３項の各要件を満たしているものと考

えます。 

以上、議案第１号 農地中間管理権 整理番号１番の農用地利用集積計

画（案）についての承認を求めます。ご審議方よろしくお願いします。 

 

議  長   説明が終わりました。これから質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

      （「異議なし。」の声あり） 

議  長   異議がないようですので、議案第１号 農地中間管理権 整理番号１番

について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたし

ます。（全員挙手）全員賛成のようですので、原案のとおり決定します。 

 議案第１号 農地中間管理権 整理番号１番については、原案のとおり

決定いたしました。 

４番委員の入場を求めます。 

（４番委員、着席） 

 

議  長   議事を進行します。議案第１号残りの案件の説明をお願いいたします。

事務局。 

事 務 局   資料の２ページをお開きください。 

議案第１号は、農用地利用集積計画（案）の承認についてです。令和４

年 11 月 30 日を公告日とする農用地利用集積計画（賃借権２件・先ほど

の農地中間管理権１件を含めて９件）を定めたいので承認を求めるもの

です。 
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私の方で、農用地利用集積計画（案）の内の賃借権２件について、説明

を行います。 

資料３ページをお開きください。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の総括表です。公告年月日

が令和４年 11 月 30 日とするもので、始期を令和４年 12 月１日、終期を

令和 14 年 11 月 30 日とするもので、期間は 10 年で、畑が●●㎡の１件

と、同じく交付年月日が令和４年 11 月 30 日とするもので、始期を令和

４年 12 月１日、終期を令和９年 11 月 30 日とするもので、期間は５年、

畑が●●㎡の１件で、計２件となります。 

資料の４ページをお開きください。計画内訳書について説明いたしま

す。 

整理番号１番。利用権の設定をする者は、南種子町○○××番地 Ｃ・

60 歳、利用権の設定を受ける者は、南種子町○○××番地 Ｄ・61 歳で、

経営面積は●●㎡です。土地の所在が○○字△△××番、外に畑が３筆で、

合計●●㎡となります。さとうきびを作付けし、賃借料は 10 アール当り

○万円で現金支払いとなっております。期間が 10 年の再設定です。 

整理番号２番。利用権を設定する者は、南種子町○○××番地 Ｅ・93

歳。利用権の設定を受ける者は、南種子町○○××番地 Ｆ・61 歳で、経

営面積は●●㎡です。土地の所在が○○字△△××番、畑で、●●㎡とな

ります。牧草を作付けし、賃借料は 10 アール当り○万円で現金支払いと

なっております。期間が５年の再設定です。図面は５ページから添付して

おります。 

以上、議案第１号の農用地利用集積計画（案）の内、賃借権２件につい

ての説明を終わります。 

 

事 務 局   続きまして、議案第１号残りの案件についてご説明いたします。 

資料は、８ページをお開きください。 

農地中間管理権の設定です。公告年月日は令和４年 11月 30日、期間は

令和４年 12 月１日から令和９年 11 月 30 日までの５年間が５件。期間が

令和４年 12月１日から令和 14年 11月 30日までの 10年間が３件です。 

資料９ページをお開きください。 

整理番号２番は、○○××番地 Ｇ・69歳から公益財団法人鹿児島県地

域振興公社を通じ、Ｈが耕作者です。土地の所在は○○字△△××番 外

１筆、地目は田、面積は２筆合計で●●㎡、水稲を耕作します。賃借料は

籾○○㎏の現物渡し、期間は５年です。図面は 13ページに添付しておりま

す。 

整理番号３番は、国分市○○×× Ｉ・61歳から公益財団法人鹿児島県

地域振興公社を通じ、Ｊが耕作者です。土地の所在は○○字△△××番 

外１筆、地目は畑、面積は２筆合計で●●㎡、さとうきびを耕作します。
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賃借料は 10 アール当り○万円で、期間は 10 年です。図面は 14、15 ペー

ジに添付しております。 

整理番号４番は、国分市○○×× Ｉ・61歳から公益財団法人鹿児島県

地域振興公社を通じ、Ｋが耕作者です。土地の所在は○○字△△××番、

地目は畑、面積は●●㎡、甘しょを耕作します。賃借料は 10 アール当り○

万円で、期間は 10年です。図面は 14ページに添付しております。 

資料 10ページをお開きください。 

整理番号５番は、○○××番地 Ｌ・87歳から公益財団法人鹿児島県地

域振興公社を通じ、Ｍが耕作者です。土地の所在は○○字△△××番、地

目は田、面積は●●㎡、水稲を耕作します。賃借料は 10 アール当り○万

円で、期間は５年です。図面は 16ページに添付しております。 

整理番号６番は、○○××番地 Ｎ・70歳から公益財団法人鹿児島県地

域振興公社を通じ、Ｍが耕作者です。土地の所在は○○字△△××番 外

１筆、地目は田、面積は２筆で●●㎡、水稲を耕作します。賃借料は 10 アー

ル当り○万円で、期間は５年です。図面は 16ページに添付しております。 

整理番号７番は、○○××番地 Ｏ・46歳から公益財団法人鹿児島県地

域振興公社を通じ、Ｐが耕作者です。土地の所在は○○字△△××番 外

４筆、地目は田、面積は５筆合計で●●㎡、水稲を耕作します。賃借料は

10 アール当り○万円で、期間は５年です。図面は 17、18 ページに添付し

ております。 

整理番号８番は、○○××番地 Ｑ・51歳から公益財団法人鹿児島県地

域振興公社を通じ、Ｒが耕作者です。土地の所在は○○字△△××番、地

目は畑、面積は●●㎡、スナップエンドウを耕作します。賃借料は 10 アー

ル当り○万円で、期間は５年です。図面は 19ページに添付しております。 

資料は 11ページです。 

整理番号９番は、○○××番地 Ｓ・76歳から公益財団法人鹿児島県地

域振興公社を通じ、Ｔが耕作者です。土地の所在は○○字△△××番、地

目は田、面積は●●㎡、水稲を耕作します。賃借料は 10 アール当り○万

円で、期間は５年です。図面は 20ページに添付しております。 

農地中間管理権を取得しようとする者は、経営規模拡大を図り耕作を継

続しております。今後も農作業に従事していくものと認められますので、

農業経営基盤強化促進法第 18 条第３項の各要件を満たしているものと考

えます。 

以上、議案第１号残りの案件の農用地利用集積計画についての承認を求

めます。ご審議方よろしくお願いします。 

 

議  長   説明が終わりました。これから質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

      （「異議なし。」の声あり） 
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議  長   異議がないようですので、議案第１号残りの案件について、原案のとお

り決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。（全員挙手）全員

賛成のようですので、原案のとおり決定します。 

 議案第１号残りの案件については、原案のとおり決定いたしました。 

 

議  長   議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、譲渡人：Ｕ、

譲受人：Ｖ 外８件を議題にします。 

 それでは事務局より議案第２号の説明をお願いいたします。事務局。 

事 務 局   資料 21ページをお開きください。 

議案第２号は、農地法第３条の規定による許可申請について、審査を求

めるもので、所有権の移転が９件です。 

整理番号１番から資料を読み上げます。 

整理番号１番から３番までは、譲渡人が南種子町○○××番地 Ｕです。 

整理番号１番の譲受人は、南種子町○○××番地 Ｖ。 

土地の所在が、○○字△△××番 外６筆。地目は畑、地積合計は●●

㎡です。 

所有権移転で、名義整理によるものです。 

この件につきましては、24ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 33ページから添付しています。 

整理番号２番。譲受人は南種子町○○××番地 Ｗです。 

土地の所在が、○○字△△××番。現況地目は畑、地積は●●㎡。 

所有権移転で、名義整理によるものです。 

この件につきましては、25ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 39ページから添付しています。 

整理番号３番。譲受人は南種子町○○××番地 Ｘです。 

土地の所在が、○○字△△××番 外２筆。地目は田、地積合計は●●

㎡。 

所有権移転で、名義整理によるものです。 

この件につきましては、26ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 45ページから添付しています。 

整理番号４番。譲渡人が南種子町○○××番地 Ｙ。 

譲受人は南種子町○○××番地 Ｗです。 

土地の所在が、○○字△△××番 外８筆、現況地目は田及び畑、地積

合計は●●㎡です。 

所有権移転で、贈与及び経営移譲によるものです。 

この件につきましては、27ページの調査書にあるとおり、農地法第３条
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第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 51ページから添付しています。 

資料 22ページをお開きください。 

整理番号５番。譲渡人が南種子町○○××番地 Ｚ。 

譲受人は南種子町○○××番地 Ｘです。 

土地の所在が、○○字△△××番 外 16筆、地目は畑及び田、地積合計

は●●㎡です。 

所有権移転で、贈与及び経営移譲によるものです。 

この件につきましては、28ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 59ページから添付しています。 

 

整理番号６番から９番までの譲受人は南種子町○○××番地 ａです。 

整理番号６番。譲渡人は南種子町○○××番地 ｂ。 

土地の所在が、○○字△△××番 外１筆。地目は畑、地積合計は●●

㎡。 

所有権移転で、売買及び農業開始によるものです。 

この件につきましては、29ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 67ページから添付しています。 

整理番号７番。譲渡人は南種子町○○××番地 ｃ。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は畑、地積は●●㎡です。 

所有権移転で、贈与及び経営移譲によるものです。 

この件につきましては、30ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 71ページから添付しています。 

資料 23ページをお開きください。 

整理番号８番。譲渡人は南種子町○○××番地 ｄ。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は畑、地積は●●㎡です。 

所有権移転で、売買及び農業開始によるものです。 

この件につきましては、31ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 76ページから添付しています。 

整理番号９番。譲渡人は鹿児島市○○××番地 ｅ。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は畑、地積は●●㎡です。 

所有権移転で、売買及び農業開始によるものです。 

この件につきましては、32ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 81ページから添付しています。 
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以上９件につきましては、11 月 11 日の現地調査により耕作等について

確認しております。 

これで説明を終わります。 

 

議  長   ただいまの説明に関連して、現地調査の結果並びに補足説明をお願いい

たします。 

整理番号１番から５番まで、５番委員。 

５番委員   先月もあったんですが、Ｕが今名義変更ということで、譲渡しておりま

す。その関係で、Ｖさん、Ｗさん、Ｘさんについて、３件の譲渡をしたい

ということで、図面の方はＶさんが 38 ページ、Ｗさんが 43 ページと 44

ページ、それからＸさんについては、後もって資料をお目通しくださる様

お願いします。 

Ｙさんは高齢のためにＷさん、息子さんですが、名義変更をしたいとい

うことで、上がってきております。現在はキビを作ったりしておりますが

先々は花をやりたいということでした。 

ＺさんからＸさんは、現在３年ぐらい、お父さんが病んでから作ってい

ない、手入れも行き届かないということです。○○の仕事が朝晩忙しいの

ですが、今後２、３年でやっていきたいということですので、よろしくお

願いします。 

議  長   整理番号６番から９番まで、９番委員。 

９番委員   ただいま事務局よりご説明がありましたように、ｂさんからａさん。ｃ

さんからａさん、これは親子ということであります。後、ｄさんからａさ

ん、ｅさんからａさん、という４つの案件が出されております。 

現場の方にも行ったんですけれども、ほとんど果樹ということで、畑の

方も手入れが行き届いておりまして、私としてはよろしいんじゃないかと

思います。特に問題はありません。皆さんから何かありましたらお答えし

ますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   以上で説明を終わります。これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「はい。」の声あり） 

議  長   はい、イ推進委員。 

イ推進委員   整理番号１番から３番は、Ｕから共有地の名義移転の件なんですけど、

先月も 10件ほどあったと思うんですが、この３件だけ遅れたというのは、

申請書の作成の関係だったんでしょうか。 

議  長   はい、事務局。 

事 務 局   お答えします。今月出されたものが 10月に申請が出されたもので、不足

していた分とかではなくて、申請が 10 月に出たものを今月の総会に諮っ

ているということです。 
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議  長   よろしいですか。 

イ推進委員   はい。後もう１件よろしいですか。同じＵについてなんですが、資料 33

ページからの申請書類なんですが、これは前も質問して特に問題ないとい

う回答をいただいた記憶がありますが、Ｕの代表者、譲渡人・譲受人の代

理人が同じ氏名というのは、どうしても違和感があります。Ｕの代表者を

現公民館長の氏名に変更するというのは、農業委員会からそういう指導が

できないんですかね。 

議  長   はい、事務局。 

事 務 局   お答えします。認可地縁団体の代表者に関しては、その団体の総会で

諮っていただいて決定するもので、農業委員会としてはそこを指導、また

はお願いすべきものではないと考えています。後、申請する代理人として

は行政書士として申請されていますが、代表者名と同じであるのは問題な

いと考えています。 

イ推進委員   分かりました。 

議  長   他に質疑はございませんか。 

（「はい。」の声あり） 

議  長   はい、10番委員。 

10番委員   整理番号８番・９番ですが、面積は違うが金額は一緒であるのは理由が

あるんでしょうか。 

議  長   はい、事務局。 

事 務 局   お答えします。この対価については、それぞれ面積が違いますが、対価

が一緒というのは双方の話し合いによりこの金額になっていますので、話

し合いの結果ということで回答します。 

10番委員   はい。よろしいです。 

議  長   他にございませんか。 

（「異議なし。」の声あり） 

議  長   異議がないようですので、議案第２号について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は、挙手をお願いいたします。（全員挙手）全員賛成のよう

ですので、原案のとおり決定します。 

 議案第２号については、原案のとおり決定いたしました。 

 

議  長   議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、譲渡人：ｆ、

譲受人：南種子町を議題にします。 

 それでは事務局より議案第３号の説明をお願いいたします。事務局。 

事 務 局   資料の 86ページをお開きください。 

議案第３号は、農地法第５条の規定による許可申請について審査を求め

るもので、転用申請が１件です。資料を読み上げます。 

整理番号１番。譲受人が南種子町。 

譲渡人が南種子町○○××番地 ｆです。 
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土地の所在は、○○字△△××番。地目は畑。地積は●●㎡です。 

工事計画は、令和５年１月から令和５年９月までの９ヶ月間。 

資金は、土地取得費○○円、土地造成費○○円、合計○○円です。 

転用目的が、移住定住促進住宅用地の造成です。市町村が行う宅地造成

については、農地法施行規則第 57条第５号のレにより許可可能です。 

転用事由の詳細としまして「各地域における住宅環境が良好な賃貸住宅

の供給を促進するため、公民連携（ＰＰＰ）により、民間の持つ多様多種

なノウハウ・技術を活用して、移住定住促進住宅を建設することを目的に、

建設用地を取得し、造成する。」とのことです。 

周囲の状況につきましては、申請地周辺は農地が広がっており、北側に

県道となっています。 

隣接地等に対する被害防除施設の概要としまして 

⑴ 造成計画が、盛土・切土を最低 0.5ｍ 最高１ｍ行う。 

⑵ それに伴う被害防除策として、法面保護を行う。 

⑶ 排水計画として、雨水は水路放流となっております。 

なお、申請地は農用地区域外及び都市計画区域内で、農地区分は「第１

種農地」の「公共性が高いと認められる事業に供する場合」に該当し、所

有権移転によるものです。 

参考資料は 87ページから添付しています。 

この件につきましては、11 月 11 日の現地調査において申請内容等につ

いて確認をしております。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長   説明が終わりました。ただいまの説明に関連して現地調査の結果、並び

に補足説明をお願いします。 

 整理番号１番、６番委員。 

６番委員   この土地ですけど、○○小学校から 200ｍから 250ｍ位の場所にありま

す。他に適当な場所が無いということで、町から土地を提供できないかと

いう相談がありました。この土地は、牛の採草放牧地となっております。

それで、町が事業をやるので良いよということです。そういうことで町か

ら依頼がありましたので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。説明を終わります。 

 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「異議なし。」の声あり） 

質疑がないようですので、ここで６番委員には農業委員会法第 31 条第

１項の議事参与の制限に該当することから退席をお願いします。 

（６番委員、退席） 

議  長   議案第３号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を
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お願いいたします。（全員挙手）全員賛成のようですので、原案のとおり決

定します。 

 議案第３号については、原案のとおり決定いたしました。 

６番委員の入場を求めます。 

（６番委員、着席） 

 

議  長   以上で、本日の総会の議案事項の全てを終了いたします。 

 


